
                          
ＰＴＡ家庭教育学級講師派遣実施要領                        

１ 目 的 

保護者等が子どもの理解や家庭教育について主体的に学習することを通じ、家庭の教育力向

上を図ることを目的に、次の条件により講師派遣を行います。 

２ 講師派遣対象団体    

講師の派遣対象団体は家庭教育についての学習計画をもつ各校ＰＴＡとします。 

  また、川崎市ＰＴＡ連絡協議会、各区ＰＴＡ協議会についても実施できることとします。 

３ 講師派遣条件 

(１) 子どもの理解や保護者の役割、家庭教育に関する内容を学べるような学級計画であること。

ただし、実習中心の内容は講師派遣の対象となりません。 

(２) 学習のテーマや内容を公開し、地域の方や関心のある方の参加を募るなど、参加希望者の

受け入れに配慮してください。 

４ 講師派遣の申請 

(１) 家庭教育についての学習計画をもつ各校ＰＴＡ及び各区ＰＴＡ協議会は、家庭教育学級の

開設担当者について連絡先確認書（様式１号）を、教育文化会館、各市民館（指定管理者が

管理を行う市民館にあっては、区生涯学習支援担当。以下「市民館等」といいます。）に提出

してください。 

  ア 川崎区内ＰＴＡは教育文化会館 

  イ 幸区内ＰＴＡは幸市民館 

  ウ 中原区内ＰＴＡは中原区役所まちづくり推進部生涯学習支援担当 

＊ただし下河原小ＰＴＡは幸市民館 

  エ 高津区内ＰＴＡは高津区役所まちづくり推進部生涯学習支援担当 

   ＊ただし梶ヶ谷小・西梶ヶ谷小・南原小・上作延小ＰＴＡは宮前市民館 

  オ 宮前区内ＰＴＡは宮前市民館 

  カ 多摩区内ＰＴＡは多摩市民館 

  キ 麻生区内ＰＴＡは麻生市民館 

(２) 本要領４（１）の規定にかかわらず、連絡先確認書（様式１号）による申し出は、川崎市

簡易版電子申請サービス（市の機関等に係る申請等の受付を行うための電子情報処理組織で

総務企画局デジタル化施策推進室が所管する汎用受付サービスをいいます。以下同じ。）によ

り行うことができます。この場合において、本要領４（１）の規定により申出書に記載すべ

き事項は、市民館等がそれぞれ指定する所定の入力フォームへの入力の方法によるものとし

ます。 

(３) 連絡先確認書（様式１号）を提出後、学級計画書・請求確認書（様式２号・３号）を作成

し、市民館等に提出してください。 



(４) 本要領４（３）の規定にかかわらず、学級計画書（様式２号）による申し出は、川崎市簡

易版電子申請サービスにより行うことができます。この場合において、本要領４（３）の規

定により申出書に記載すべき事項は、市民館等がそれぞれ指定する所定の入力フォームへの

入力の方法によるものとします。 

(５) 川崎市ＰＴＡ連絡協議会は様式１号～３号を教育委員会事務局生涯学習推進課へ提出して

ください。 

(６) 各様式の提出期日については、年度ごとに別にお知らせします。 

５ 講師派遣対象期間 

  各校ＰＴＡ及び各区ＰＴＡ連絡協議会が市民館等で学級計画書・請求確認書（様式２号・３

号）について確認を受けた日から当該年度の３月末日までとします。川崎市ＰＴＡ連絡協議会

についても同様とします。 

６ 講師派遣の決定 

(１) 本要領４に基づき提出された学級計画書について、内容確認・集約の上、講師派遣を決定

します。申込状況により派遣数を調整することがあります。 

(２) 川崎市職員（学校の教諭や職員を含みます）については、講師派遣の謝金支払の対象とは

なりません。 

(３) 講師単価については、「家庭教育学級の講師等謝礼標準単価表」に準じた額となるようにし

てください。 

７ 学級の報告 

(１) 学級の全プログラムが終了しましたら、学級報告書（様式４号）を学級計画書（様式２号）

の提出先に提出してください。講師派遣を受けたもの以外のプログラムについても、学級報

告書に記載してください。また、市民館等が開催する報告会に参加し、情報交換等の成果を

次年度の学級づくりに活かしてください。 

(２) 本要領７（１）の規定にかかわらず、学級報告書（様式４号）による申し出は、川崎市簡

易版電子申請サービスにより行うことができます。この場合において、本要領７（１）の規

定により申出書に記載すべき事項は、市民館等がそれぞれ指定する所定の入力フォームへの

入力の方法によるものとします。 

(３) 川崎市ＰＴＡ連絡協議会は様式４号を教育委員会事務局生涯学習推進課へ提出してくださ

い。 

(４) 市民館等は、学級の報告会の内容や課題を整理し、教育委員会、市ＰＴＡ連絡協議会、区

ＰＴＡ協議会、学校、市家庭教育推進連絡会へ提示します。 

８ 市ＰＴＡ連絡協議会、区ＰＴＡ協議会、学校及び市民館等の協働 

   市民館等とともに、市ＰＴＡ連絡協議会、区ＰＴＡ協議会、学校は各校ＰＴＡ等が円滑に

学級を開設・運営できるよう協働し、次のような支援を行います。 

(１) 市ＰＴＡ連絡協議会、区ＰＴＡ協議会は、本事業の主旨及びその重要性を充分に理解し、

ＰＴＡが主体的に取り組む必要があることを普及します。 



(２) 区ＰＴＡ協議会は、学級を開設するＰＴＡが他校のＰＴＡと合同で学級を開設しようとす

る場合、円滑な連携がとれるよう、各校ＰＴＡ相互の連絡・調整等の支援を行います。また、

区内の学級の開設状況や内容等について把握し、各校ＰＴＡへ情報提供します。 

(３) 学校は、本事業の重要性を充分に理解し、会場の確保、学習内容等についての相談に親身 

に応じ、学級開設・運営に協力します。 

(４) 市民館等は、ＰＴＡが不安なく円滑に学級を開設・運営できるよう、丁寧かつ適切な説明

等を行い、学習計画の立て方や学級の進め方、講師選定などの相談に応じます。 

附 則 

この要領は平成３１年４月１日から、施行します。 

附 則 

この要領は令和３年４月１日から、施行します。 

附 則 

この要領は令和６年４月１日から、施行します。 

附 則 

この要領は令和７年４月１日から、施行します。 


